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一

○
告
　
　
　
　
　
示

大
分
県
告
示
第
四
百
十
五
号

　

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
大
規
模
小
売
店
舗
の
届
出
事
項
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に

お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
関
係
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
二
年
七
月
十
四
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞

一　

届
出
の
概
要

毎
週　

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）　

発
行
人　

大　

分　

県　
　

編
集　

三
恵
印
刷
株
式
会
社　
　

（
定
価　

一
箇
年　

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

　

１　

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

　
　
　

フ
レ
ス
ポ
春
日
浦

　
　
　
　

大
分
市
王
子
北
町
五
番
九
号

　

２　

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

　
　
　

大
和
リ
ー
ス
株
式
会
社

　
　
　
　

代
表
取
締
役　

森　

田　

俊　

作

　
　
　
　
　

大
阪
府
大
阪
市
中
央
区
農
人
橋
二
丁
目
一
番
三
十
六
号

　

３　

変
更
し
た
事
項

　
　
　

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て

　
　

は
代
表
者
の
氏
名

　
　
　

変
更
前　

株
式
会
社
ト
キ
ハ
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　

代
表
取
締
役　

吉　

弘　
　
　

晃

　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
市
明
野
東
一
丁
目
一
番
一
号

　
　
　
　
　
　
　

外
六
者

　
　
　

変
更
後　

株
式
会
社
ト
キ
ハ
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　

代
表
取
締
役　

羽
田
野　

尚　

志

　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
市
明
野
東
一
丁
目
一
番
一
号

　
　
　
　
　
　
　

外
六
者

　

４　

変
更
の
年
月
日

　
　
　

令
和
二
年
五
月
十
八
日
外

二　

届
出
年
月
日

　
　

令
和
二
年
六
月
十
八
日

三　

関
係
書
類
の
縦
覧

　

１　

縦
覧
期
間

　
　
　

令
和
二
年
七
月
十
四
日
か
ら
同
年
十
一
月
十
六
日
ま
で

　

２　

縦
覧
場
所

　
　
　

大
分
県
商
工
観
光
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
業
振
興
課

四　

そ
の
他

　
　

法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
者
は
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
令
和
二
年
十

　

一
月
十
六
日
ま
で
に
意
見
の
内
容
及
び
そ
の
理
由
並
び
に
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
所
在
地
（
以
下

　

「
氏
名
等
」
と
い
う
。
）
を
記
載
し
た
意
見
書
を
大
分
県
商
工
観
光
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
業
振
興
課

　

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
告
示
）



令
和
二
年
七
月
十
四
日

大
分
県
報

二

　
　

な
お
、
法
第
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
の
縦
覧
に
お
い
て
、
氏
名
等
の
縦
覧
を
希
望
し
な
い
者

　

は
、
そ
の
旨
を
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
四
百
十
六
号

　

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
大
規
模
小
売
店
舗
の
届
出
事
項
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に

お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
関
係
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
二
年
七
月
十
四
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞

一　

届
出
の
概
要

　

１　

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

　
　
　

フ
レ
ス
ポ
中
津
北

　
　
　
　

中
津
市
大
字
大
新
田
字
六
番
通
二
百
七
十
六
番
一　

外

　

２　

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

　
　
　

大
和
リ
ー
ス
株
式
会
社

　
　
　
　

代
表
取
締
役　

森　

田　

俊　

作

　
　
　
　
　

大
阪
府
大
阪
市
中
央
区
農
人
橋
二
丁
目
一
番
三
十
六
号

　

３　

変
更
し
た
事
項

　
　
　

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て

　
　

は
代
表
者
の
氏
名

　
　
　

変
更
前　

株
式
会
社
ト
キ
ハ
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　

代
表
取
締
役　

吉　

弘　
　
　

晃

　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
市
明
野
東
一
丁
目
一
番
一
号

　
　
　
　
　
　
　

外
六
者

　
　
　

変
更
後　

株
式
会
社
ト
キ
ハ
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　

代
表
取
締
役　

羽
田
野　

尚　

志

　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
市
明
野
東
一
丁
目
一
番
一
号

　
　
　
　
　
　
　

外
六
者

　

４　

変
更
の
年
月
日

　
　
　

令
和
二
年
五
月
十
八
日
外

二　

届
出
年
月
日

　
　

令
和
二
年
六
月
十
八
日

（
告
示
）

三　

関
係
書
類
の
縦
覧

　

１　

縦
覧
期
間

　
　
　

令
和
二
年
七
月
十
四
日
か
ら
同
年
十
一
月
十
六
日
ま
で

　

２　

縦
覧
場
所

　
　
　

大
分
県
商
工
観
光
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
業
振
興
課
及
び
大
分
県
北
部
振
興
局

四　

そ
の
他

　
　

法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
者
は
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
令
和
二
年
十

　

一
月
十
六
日
ま
で
に
意
見
の
内
容
及
び
そ
の
理
由
並
び
に
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
所
在
地
（
以
下

　

「
氏
名
等
」
と
い
う
。
）
を
記
載
し
た
意
見
書
を
大
分
県
商
工
観
光
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
業
振
興
課

　

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　

な
お
、
法
第
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
の
縦
覧
に
お
い
て
、
氏
名
等
の
縦
覧
を
希
望
し
な
い
者

　

は
、
そ
の
旨
を
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
四
百
十
七
号

　

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
大
規
模
小
売
店
舗
の
届
出
事
項
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に

お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
関
係
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
二
年
七
月
十
四
日

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

一　

届
出
の
概
要

　

１　

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

　
　
　

Ｂ
ｉ
Ｖ
ｉ
日
出

　
　
　
　

速
見
郡
日
出
町
字
佐
尾
三
千
二
百
四
十
四
番
一
外
二
筆

　

２　

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

　
　
　

大
和
リ
ー
ス
株
式
会
社

　
　
　
　

代
表
取
締
役　

森　

田　

俊　

作

　
　
　
　
　

大
阪
府
大
阪
市
中
央
区
農
人
橋
二
丁
目
一
番
三
十
六
号

　

３　

変
更
し
た
事
項

　
　
　

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て

　
　

は
代
表
者
の
氏
名

　
　
　

変
更
前　

株
式
会
社
ト
キ
ハ
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　

代
表
取
締
役　

吉　

弘　
　
　

晃



令
和
二
年
七
月
十
四
日

大
分
県
報

三

（
告
示
・
選
管
委
告
示
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
市
明
野
東
一
丁
目
一
番
一
号

　
　
　
　
　
　
　

外
三
者

　
　
　

変
更
後　

株
式
会
社
ト
キ
ハ
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　

代
表
取
締
役　

羽
田
野　

尚　

志

　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
市
明
野
東
一
丁
目
一
番
一
号

　
　
　
　
　
　
　

外
三
者

　

４　

変
更
の
年
月
日

　
　
　

令
和
二
年
五
月
十
八
日

二　

届
出
年
月
日

　
　

令
和
二
年
六
月
十
八
日

三　

関
係
書
類
の
縦
覧

　

１　

縦
覧
期
間

　
　
　

令
和
二
年
七
月
十
四
日
か
ら
同
年
十
一
月
十
六
日
ま
で

　

２　

縦
覧
場
所

　
　
　

大
分
県
商
工
観
光
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
業
振
興
課
及
び
大
分
県
東
部
振
興
局

四　

そ
の
他

　
　

法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
者
は
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
令
和
二
年
十

　

一
月
十
六
日
ま
で
に
意
見
の
内
容
及
び
そ
の
理
由
並
び
に
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
所
在
地
（
以
下

　

「
氏
名
等
」
と
い
う
。
）
を
記
載
し
た
意
見
書
を
大
分
県
商
工
観
光
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
業
振
興
課

　

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　

な
お
、
法
第
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
の
縦
覧
に
お
い
て
、
氏
名
等
の
縦
覧
を
希
望
し
な
い
者

　

は
、
そ
の
旨
を
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
四
百
十
八
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
二
年
七
月
十
四
日
か
ら
二
週
間
大
分
県
土
木
建
築
部
道
路
保
全
課
に
備
え
置
い

て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
二
年
七
月
十
四
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞

道
路
の
種
類
及
び
路
線
名

供　

用　

開　

始　

区　

間

供
用
開
始
年
月
日

県
道
両
子
山
武
蔵
線

国
東
市
武
蔵
町
成
吉
字
祢
宜
田
五
四
六
番
一
地
先
か

ら国
東
市
武
蔵
町
成
吉
字
城
八
一
〇
番
二
ま
で

令
二
・　

七
・
一
四

○
選
挙
管
理
委
員
会
告
示

大
分
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
八
号

　

公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
百
九
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
令
和
元
年
七
月
二

十
一
日
執
行
の
参
議
院
大
分
県
選
出
議
員
選
挙
に
お
け
る
各
候
補
者
の
選
挙
運
動
に
関
す
る
収
入
及
び
支
出

の
報
告
書
に
つ
い
て
、
候
補
者
安
達
澄
の
出
納
責
任
者
安
達
朋
子
か
ら
訂
正
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
参
議

院
大
分
県
選
出
議
員
選
挙
に
お
け
る
各
候
補
者
の
選
挙
運
動
に
関
す
る
収
支
報
告
書
の
要
旨
（
令
和
元
年
大

分
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
四
十
八
号
及
び
令
和
二
年
大
分
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
一
号
）
の
一
部

を
次
の
と
お
り
訂
正
す
る
。

　
　

令
和
二
年
七
月
十
四
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長　
　

一　
　
　

木　
　
　

俊　
　
　

廣

　

第
一
回
報
告
分
の
支
出
中

　

「人　
件　
費　
　
　
　
２

 ,３
６
６

 ,５
０
０
円

」
を

　

「人　
件　
費　
　
　
　
２

 ,６
７
８

 ,５
０
０
円

」
に
、

　

「交　
通　
費　
　
　
　
　
　
１
２
４

 ,７
４
７

　
　

印　
刷　
費　
　
　
　
２

 ,１
１
７

 ,０
０
０

」
を

　

「交　
通　
費　
　
　
　
　
　
１
２
６

 ,９
９
７

　
　

印　
刷　
費　
　
　
　
２

 ,１
４
３

 ,２
２
０

」
に
、

　

「文　
具　
費　
　
　
　
　
　
３
０
８

 ,６
３
１

　
　

食　
糧　
費　
　
　
　
　
　
４
５
８

 ,９
１
４

」
を

　

「文　
具　
費　
　
　
　
　
　
３
２
０

 ,４
７
９

　
　

食　
糧　
費　
　
　
　
　
　
４
６
３

 ,０
５
２

」
に
、

　

「雑　
　
　
費　
　
　
　
　
　
５
７
１

 ,３
３
９

」
を

　

「雑　
　
　
費　
　
　
　
　
　
５
８
９

 ,７
５
９

」
に
、

　

「

　
今
回
計　
　
　
　
１
２

 ,７
４
５

 ,２
３
７

　
　　

総　
計　
　
　
　
１
２

 ,７
４
５

 ,２
３
７

」
を

　

「

　
今
回
計　
　
　
　
１
３

 ,１
２
０

 ,１
１
３

　
　　

総　
計　
　
　
　
１
３

 ,１
２
０

 ,１
１
３

」
に
改
め
る
。



令
和
二
年
七
月
十
四
日

大
分
県
報

四

　

第
二
回
報
告
分
の
３
収
支
報
告
書
の
要
旨
中

「期
間
８
月

20
日
か
ら

８
月

20
日
ま
で
第
２
回
分

を
」

「期
間
８
月
９
日
か
ら

８
月

20
日
ま
で
第
２
回
分

に
、

」

　

「通　
信　
費　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
０

」
を

　

「通　
信　
費　
　
　
　
　
　
　
８
７

 ,５
６
８

」
に
、

　

「

　
今
回
計　
　
　
　
　
　
　
４
２
０

 ,３
７
６

　
　　

前
回
計　
　
　
　
１
２

 ,７
４
５

 ,２
３
７

　

を

　
　　

総　
計　
　
　
　
１
３

 ,１
６
５

 ,６
１
３

」

　

「

　
今
回
計　
　
　
　
　
　
　
５
０
７

 ,９
４
４

　
　　

前
回
計　
　
　
　
１
３

 ,１
２
０

 ,１
１
３

　

に
改
め
る
。

　
　　

総　
計　
　
　
　
１
３

 ,６
２
８

 ,０
５
７

」

　

第
三
回
報
告
分
の
支
出
中

　

「

　
前
回
計　
　
　
　
１
３

 ,１
６
５

 ,６
１
３

　
　　

総　
計　
　
　
　
１
３

 ,６
２
６

 ,１
８
９

」
を

　

「

　
前
回
計　
　
　
　
１
３

 ,６
２
８

 ,０
５
７

　
　　

総　
計　
　
　
　
１
４

 ,０
８
８

 ,６
３
３

」
に
改
め
る
。

　

第
四
回
報
告
分
の
支
出
中

　

「

　
前
回
計　
　
　
　
１
３

 ,６
２
６

 ,１
８
９

　
　　

総　
計　
　
　
　
１
３

 ,７
１
３

 ,２
５
７

」
を

　

「

　
前
回
計　
　
　
　
１
４

 ,０
８
８

 ,６
３
３

　
　　

総　
計　
　
　
　
１
４

 ,１
７
５

 ,７
０
１

」
に
改
め
る
。

　

第
五
回
報
告
分
の
支
出
中

　

「

　
前
回
計　
　
　
　
１
３

 ,７
１
３

 ,２
５
７

　
　　

総　
計　
　
　
　
１
４

 ,０
６
７

 ,８
２
１

」
を

　

「

　
前
回
計　
　
　
　
１
４

 ,１
７
５

 ,７
０
１

　
　　

総　
計　
　
　
　
１
４

 ,５
３
０

 ,２
６
５

」
に
改
め
る
。

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
九
号

　

公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
百
九
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
平
成
三
十
一
年
四

月
七
日
執
行
の
大
分
県
知
事
選
挙
に
お
け
る
各
候
補
者
の
選
挙
運
動
に
関
す
る
収
入
及
び
支
出
の
報
告
書

（
選
管
委
告
示
・
監
査
公
表
）

（
第
二
回
報
告
分
）
に
つ
い
て
、
候
補
者
広
瀬
勝
貞
の
出
納
責
任
者
二
宮
吉
男
か
ら
訂
正
の
届
出
が
あ
っ
た

の
で
、
大
分
県
知
事
選
挙
に
お
け
る
各
候
補
者
の
選
挙
運
動
に
関
す
る
収
支
報
告
書
の
要
旨
（
令
和
元
年
大

分
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
四
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
と
お
り
訂
正
す
る
。

　
　

令
和
二
年
七
月
十
四
日

大
分
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長　
　

一　
　
　

木　
　
　

俊　
　
　

廣　

　

支
出
中

　

「家　
屋　
費　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
０

」
を

　

「家　
屋　
費　
　
　
　
　
　
１
９
４

 ,４
０
０

」
に
、

　

「　

集
合
会
場
費　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
０

」
を

　

「　

集
合
会
場
費　
　
　
　
　
１
９
４

 ,４
０
０

」
に
、

　

「雑　
　
　
費　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
０

」
を

　

「雑　
　
　
費　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
５
４
０

」
に
、

　

「

　
今
回
計　
　
　
　
　
　
　
　
１
６

 ,９
８
１

」
を

　

「

　
今
回
計　
　
　
　
　
　
　
２
１
１

 ,９
２
１

」
に
、

　

「

　
総　
計　
　
　
　
１
１

 ,３
０
６

 ,２
７
９

」
を

　

「

　
総　
計　
　
　
　
１
１

 ,５
０
１

 ,２
１
９

」
に
改
め
る
。

○
監
　
査
　
公
　
表

監
査
委
員
公
表
第
6
5
6
号

　
令

和
２

年
３

月
31日

付
け

監
査

第
957号

で
提

出
し

た
監

査
結

果
の

報
告

に
対

し
、

大
分

県
知

事
か

ら
措

置
を

講
じ

た
旨

の
通

知
が

あ
っ

た
の

で
、

地
方

自
治

法
（

昭
和

22年
法

律
第

67号
）

第
199条

第
14項

の
規

定
に

よ
り

次
の

と
お

り
公

表
す

る
。

　
　

令
和

２
年

７
月

14日

大
分

県
監

査
委

員
　

　
首

　
　

　
藤

　
　

　
博

　
　

　
文

　

大
分

県
監

査
委

員
　

　
長

　
　

　
野

　
　

　
恭

　
　

　
子

　

大
分

県
監

査
委

員
　

　
木

　
　

　
付

　
　

　
親

　
　

　
次

　

大
分

県
監

査
委

員
　

　
原

　
　

　
田

　
　

　
孝

　
　

　
司

　

１
　

指
摘

事
項

に
つ

い
て

の
措

置
状

況

監
査

対
象

団
体

（
所

管
課

）
監

査
実

施
日

監
査

結
果

の
指

摘
事

項
及

び
そ

の
措

置
状

況



令
和
二
年
七
月
十
四
日

大
分
県
報

五

（
監
査
公
表
）

　
業

務
内

容
の

一
部

（
効

果
測

定
及

び
分

析
）

未
履

行

に
つ

い
て

は
、

補
助

事
業

者
か

ら
事

業
者

宛
て

追
加

で

提
出

を
求

め
、

受
領

済
で

あ
る

。
実

績
報

告
書

に
つ

い

て
も

追
加

修
正

を
終

え
て

い
る

。

　
今

回
の

指
摘

を
踏

ま
え

、
補

助
金

実
績

報
告

書
提

出

に
当

た
っ

て
の

チ
ェ

ッ
ク

表
を

作
成

し
て

補
助

事
業

者

宛
て

配
布

し
、

自
ら

確
認

を
促

す
こ

と
と

し
た

。

　
県

の
各

振
興

局
に

お
い

て
は

、
補

助
事

業
者

か
ら

実

績
報

告
書

と
併

せ
て

チ
ェ

ッ
ク

表
の

提
出

を
求

め
、

確

認
す

る
こ

と
と

す
る

。

大
分

県
医

療
ロ

ボ
ッ

ト
・

機
器

産
業

協
議

会（
商

工
観

光
労

働
部

新
産

業
振

興
室

）

令
和

元
年

12月
24日

指
摘

事
項

　
平

成
30年

度
大

分
県

医
療

ロ
ボ

ッ
ト

・
機

器
産

業
協

議
会

負
担

金
に

係
る

医
療

関
連

展
示

会
等

出
展

支
援

事

業
に

お
い

て
、

補
助

対
象

外
の

経
緯

に
対

し
て

補
助

金

が
交

付
さ

れ
て

お
り

、
か

つ
、

支
出

証
拠

書
類

が
事

業

実
施

を
証

す
る

も
の

で
は

な
い

事
例

が
認

め
ら

れ
た

。

措
置

状
況

　
補

助
対

象
外

経
費

に
対

し
て

支
出

し
た

補
助

金
に

つ

い
て

は
、

補
助

事
業

者
に

返
還

を
求

め
、

既
に

返
納

済

で
あ

る
。

　
ま

た
、

展
示

会
等

へ
の

出
展

に
つ

い
て

は
直

接
的

に

必
要

と
な

る
経

費
の

み
を

補
助

対
象

と
す

る
旨

交
付

要

綱
に

明
示

す
る

と
と

も
に

、
改

め
て

会
員

企
業

及
び

事

務
局

内
で

周
知

・
徹

底
を

図
り

、
再

発
防

止
に

努
め

る
。

２
　

注
意

事
項

に
つ

い
て

の
措

置
状

況

監
査

対
象

団
体

（
所

管
課

）
監

査
実

施
日

監
査

結
果

の
注

意
事

項
及

び
そ

の
措

置
状

況

公
益

財
団

法
人

大
分

県
自

治
人

材
育

成
セ

ン
タ

ー

（
総

務
部

人
事

課
）

令
和

２
年

１
月

９
日

注
意

事
項

　
パ

ソ
コ

ン
の

賃
貸

借
契

約
に

お
い

て
、

契
約

書
に

定

め
る

再
委

託
の

承
認

手
続

が
行

わ
れ

て
お

ら
ず

、
か

つ
、

仕
様

書
に

規
定

す
る

業
務

内
容

（
消

去
又

は
破

壊

作
業

完
了

後
の

報
告

等
）

が
長

期
間

履
行

さ
れ

て
い

な

い
事

例
が

認
め

ら
れ

た
。

公
立

大
学

法
人

大
分

県
立

芸
術

文
化

短
期

大
学

（
企

画
振

興
部

政
策

企
画

課
）

令
和

元
年

10月
23日

か
ら

令
和

元
年

10月
25日

ま
で

指
摘

事
項

　
公

開
講

座
（

オ
ー

プ
ン

カ
レ

ッ
ジ

）
の

受
講

料
収

入

の
一

部
に

つ
い

て
、

受
領

し
た

現
金

を
担

当
教

員
が

長

期
間

保
管

し
、

現
金

出
納

簿
も

作
成

し
て

い
な

か
っ

た

事
例

、
及

び
年

度
内

に
受

領
し

た
現

金
が

決
算

時
に

未

収
金

と
し

て
処

理
さ

れ
て

い
た

事
例

が
認

め
ら

れ
た

。

措
置

状
況

　

　
適

正
な

現
金

管
理

に
向

け
、

令
和

２
年

度
か

ら
受

講

料
を

全
て

振
込

み
と

す
る

こ
と

で
、

担
当

教
員

に
よ

る

直
接

的
な

現
金

の
取

扱
い

を
な

く
す

と
と

も
に

、
受

領

履
歴

の
把

握
等

を
徹

底
す

る
。

一
般

社
団

法
人

大
分

県
バ

ス
協

会

（
企

画
振

興
部

交
通

政
策

課
）

令
和

元
年

９
月

26日
指

摘
事

項

　
平

成
30年

度
大

分
県

運
輸

事
業

振
興

助
成

補
助

金
に

つ
い

て
、

要
綱

に
お

い
て

定
め

る
こ

と
と

さ
れ

て
い

る

交
付

申
請

の
時

期
を

定
め

て
お

ら
ず

、
緊

急
を

要
す

る

等
相

当
の

理
由

が
無

い
に

も
か

か
わ

ら
ず

、
過

年
度

か

ら
交

付
決

定
前

の
事

業
着

手
が

恒
常

化
し

て
い

る
事

例

が
認

め
ら

れ
た

。

措
置

状
況

　
今

後
、

当
該

補
助

金
の

執
行

に
当

た
っ

て
は

、
内

示

の
際

に
交

付
申

請
の

提
出

期
限

を
定

め
る

こ
と

と
し

、

期
限

内
に

交
付

申
請

書
を

提
出

す
る

よ
う

指
導

を
徹

底

す
る

。

　
監

査
対

象
団

体
に

対
し

て
は

、
交

付
決

定
前

に
事

業

着
手

す
る

こ
と

が
な

い
よ

う
指

導
し

た
。

　
併

せ
て

、
課

内
職

員
に

対
し

、
補

助
金

研
修

テ
キ

ス

ト
を

用
い

、
適

正
な

補
助

金
事

務
の

執
行

に
つ

い
て

研

修
を

行
っ

た
。

一
般

社
団

法
人

佐
伯

市
観

光
協

会

（
企

画
振

興
部

お
お

い
た

創
生

推
進

課
）

令
和

元
年

９
月

17日
指

摘
事

項

　
大

分
県

地
域

活
力

づ
く

り
地

域
創

生
事

業
費

補
助

金

に
お

い
て

、
事

業
の

一
部

を
委

託
に

よ
り

実
施

し
て

い

る
が

、
仕

様
書

に
規

定
す

る
業

務
内

容
（

効
果

測
定

及

び
分

析
）

が
履

行
さ

れ
て

い
な

い
に

も
か

か
ら

わ
ず

検

収
を

行
い

、
支

出
し

て
い

る
事

例
が

認
め

ら
れ

た
。

措
置

状
況



令
和
二
年
七
月
十
四
日

大
分
県
報

六

（
監
査
公
表
）

措
置

状
況

　
再

発
防

止
策

と
し

て
、

委
託

契
約

書
に

係
る

業
務

の

履
行

確
認

及
び

再
委

託
承

認
の

手
続

に
つ

い
て

は
、

業

務
マ

ニ
ュ

ア
ル

を
作

成
し

、
チ

ェ
ッ

ク
リ

ス
ト

で
進

捗

を
管

理
す

る
と

も
に

、
担

当
者

と
出

納
責

任
者

に
よ

る

二
重

チ
ェ

ッ
ク

体
制

と
す

る
こ

と
と

し
た

。

　
ま

た
、

人
事

異
動

時
の

引
継

ぎ
を

徹
底

す
る

と
と

も

に
、

事
務

局
内

部
で

業
務

内
容

を
共

有
す

る
よ

う
指

導

し
た

。

公
立

大
学

法
人

大
分

県
立

芸
術

文
化

短
期

大
学

（
企

画
振

興
部

政
策

企
画

課
）

令
和

元
年

10月
23日

か
ら

令
和

元
年

10月
25日

ま
で

注
意

事
項

①

　
任

意
団

体
に

対
し

て
事

務
所

の
一

部
を

使
用

さ
せ

て

い
る

が
、

目
的

外
使

用
許

可
及

び
財

産
使

用
料

徴
収

等

の
事

務
処

理
が

長
期

間
に

わ
た

り
行

わ
れ

て
い

な
い

。

措
置

状
況

①

　
財

産
管

理
関

係
の

規
定

を
改

正
し

、
大

学
の

教
育

目

的
の

達
成

に
向

け
た

協
働

活
動

な
ど

を
担

う
団

体
は

施

設
の

目
的

外
使

用
許

可
等

の
対

象
外

と
し

た
上

で
、

施

設
使

用
に

当
た

っ
て

の
「

覚
書

」
を

締
結

し
、

使
用

を

認
め

る
エ

リ
ア

や
時

間
帯

な
ど

を
明

確
に

す
る

こ
と

と

し
た

。

注
意

事
項

②

　
貸

借
対

照
表

に
お

け
る

有
形

固
定

資
産

の
図

書
の

計

上
額

に
お

い
て

、
正

確
性

を
欠

く
事

例
が

認
め

ら
れ

た
。

措
置

状
況

②

　
令

和
元

年
度

に
、

図
書

館
の

所
蔵

図
書

デ
ー

タ
を

ベ

ー
ス

に
貸

借
対

照
表

上
の

有
形

固
定

資
産

の
図

書
目

録

を
自

動
作

成
で

き
る

よ
う

、
図

書
管

理
シ

ス
テ

ム
を

改

修
し

て
お

り
、

次
期

決
算

か
ら

は
貸

借
対

照
表

の
適

正

さ
が

確
保

で
き

る
。

豊
後

高
田

市
海

の
幸

６
次

産
業

化
推

進
協

議
会

（
企

画
振

興
部

お
お

い
た

創
生

推
進

課
）

令
和

元
年

10月
３

日
注

意
事

項
①

　
大

分
県

地
域

活
力

づ
く

り
チ

ャ
レ

ン
ジ

支
援

事
業

費

補
助

金
に

つ
い

て
、

補
助

対
象

経
費

に
、

年
度

内
に

使

用
さ

れ
ず

、
か

つ
、

売
上

等
に

よ
っ

て
回

収
さ

れ
る

見

込
み

の
あ

る
原

材
料

及
び

副
資

材
の

経
費

が
含

ま
れ

て

い
た

事
例

が
認

め
ら

れ
た

。

措
置

状
況

①

　
「

地
域

活
力

づ
く

り
総

合
補

助
金

取
扱

い
マ

ニ
ュ

ア

ル
（

令
和

２
年

４
月

お
お

い
た

創
生

推
進

課
策

定
）

」

に
基

づ
き

、
交

付
決

定
時

等
に

事
業

実
施

期
間

中
の

使

用
量

に
対

し
補

助
対

象
経

費
が

適
切

で
あ

る
か

十
分

精

査
す

る
こ

と
で

、
再

発
防

止
に

努
め

る
。

　
今

回
の

原
材

料
及

び
副

資
材

の
購

入
は

、
安

価
な

業

務
用

品
を

最
小

単
位

で
購

入
し

た
も

の
で

や
む

を
得

な

い
と

こ
ろ

も
あ

る
が

、
未

使
用

分
は

事
業

目
的

に
沿

っ

て
使

用
す

る
よ

う
監

査
対

象
団

体
に

対
し

指
導

し
た

。

　
今

後
、

購
入

可
能

な
数

量
が

事
業

実
施

期
間

中
の

使

用
量

に
対

し
て

著
し

く
大

き
い

場
合

は
、

按
分

に
よ

り

補
助

対
象

経
費

を
算

定
す

る
な

ど
、

要
綱

に
沿

っ
た

よ

り
適

正
な

処
理

を
行

う
こ

と
と

す
る

。

注
意

事
項

②

　
大

分
県

地
域

活
力

づ
く

り
チ

ャ
レ

ン
ジ

支
援

事
業

費

補
助

金
に

よ
る

備
品

購
入

に
つ

い
て

、
振

興
局

と
協

議

す
る

こ
と

な
く

見
積

合
せ

に
よ

り
業

者
を

決
定

し
、

交

付
決

定
通

知
を

受
け

る
前

に
発

注
し

て
い

た
事

例
が

認

め
ら

れ
た

。

措
置

状
況

②

　
競

争
性

の
あ

る
契

約
方

法
は

、
適

正
な

価
格

で
事

業

を
執

行
す

る
と

と
も

に
事

業
者

に
よ

る
不

正
を

防
止

す

る
観

点
で

定
め

ら
れ

て
い

る
取

扱
い

で
あ

る
こ

と
に

鑑

み
、

『
「

地
域

活
力

づ
く

り
総

合
補

助
金

」
を

受
け

る

事
業

者
の

皆
様

へ
』

を
補

助
対

象
事

業
者

と
取

り
交

わ

す
際

に
確

認
し

、
一

定
金

額
以

上
の

契
約

に
つ

い
て

は
、

一
般

競
争

入
札

等
を

原
則

と
す

る
こ

と
を

徹
底

す

る
。

　
ま

た
、

行
政

手
続

に
不

慣
れ

な
事

業
主

体
も

多
い

こ

と
か

ら
、

一
般

競
争

入
札

等
の

執
行

が
難

し
い

団
体

に

つ
い

て
は

、
入

札
の

具
体

的
手

続
に

つ
い

て
県

職
員

が

出
向

き
、

必
要

な
支

援
を

行
う

。

公
益

財
団

法
人

大
分

令
和

元
年

12月
４

日
か

ら
注

意
事

項



令
和
二
年
七
月
十
四
日

大
分
県
報

七

（
監
査
公
表
）

県
芸

術
文

化
ス

ポ
ー

ツ
振

興
財

団

（
企

画
振

興
部

芸
術

文
化

ス
ポ

ー
ツ

振
興

課
）

令
和

元
年

12月
５

日
ま

で

令
和

２
年

１
月

23日
　

　
大

分
県

立
総

合
文

化
セ

ン
タ

ー
及

び
大

分
県

立
美

術

館
の

指
定

管
理

業
務

に
係

る
委

託
料

の
精

算
に

お
い

て
、

事
業

費
に

計
上

し
た

光
熱

水
費

に
他

団
体

が
負

担

し
た

経
費

が
含

ま
れ

て
お

り
、

精
算

に
伴

う
返

還
額

が

過
小

と
な

っ
て

い
る

事
例

が
認

め
ら

れ
た

。

措
置

状
況

　
該

当
の

光
熱

水
費

に
つ

い
て

は
、

指
定

管
理

事
業

の

会
計

と
国

際
交

流
事

業
の

会
計

に
分

け
て

調
整

を
行

う

こ
と

と
し

、
令

和
元

年
度

決
算

か
ら

適
正

に
処

理
し

た
。

公
立

大
学

法
人

大
分

県
立

看
護

科
学

大
学

（
福

祉
保

健
部

医
療

政
策

課
）

令
和

元
年

10月
８

日
か

ら

令
和

元
年

10月
10日

ま
で

令
和

２
年

１
月

23日

注
意

事
項

　
職

員
の

給
与

支
給

に
関

し
て

、
諸

手
当

の
支

給
額

に

過
不

足
が

生
じ

て
い

る
事

例
が

認
め

ら
れ

る
と

と
も

に
、

臨
時

助
手

の
給

与
支

給
に

関
し

て
、

欠
勤

並
び

に

週
休

日
及

び
祝

日
の

勤
務

に
係

る
処

理
を

誤
っ

て
い

る

事
例

が
認

め
ら

れ
た

。

措
置

状
況

　
諸

手
当

の
う

ち
、

大
学

院
研

究
指

導
手

当
に

つ
い

て

は
支

給
不

足
分

の
支

給
を

行
っ

た
。

住
居

手
当

及
び

時

間
外

勤
務

手
当

に
つ

い
て

は
過

払
分

を
返

納
処

理
し

た
。

　
当

該
臨

時
助

手
の

欠
勤

日
の

う
ち

振
替

休
日

と
差

替

可
能

な
日

を
振

替
休

日
と

し
、

振
替

休
日

の
整

理
が

で

き
な

か
っ

た
日

に
つ

い
て

は
、

休
日

出
勤

と
し

て
時

間

外
勤

務
手

当
の

支
給

を
行

っ
た

。
過

払
分

に
つ

い
て

は

返
納

処
理

し
た

。

　
今

後
は

、
グ

ル
ー

プ
リ

ー
ダ

ー
か

ら
給

与
担

当
者

に

対
す

る
指

導
に

よ
り

給
与

制
度

の
理

解
の

徹
底

を
図

る

と
と

も
に

、
毎

月
の

支
給

に
当

た
っ

て
は

、
グ

ル
ー

プ

リ
ー

ダ
ー

と
給

与
担

当
者

が
旅

行
命

令
簿

、
休

暇
欠

勤

処
理

簿
及

び
時

間
外

勤
務

命
令

簿
等

と
相

違
が

な
い

か

の
確

認
を

徹
底

し
て

行
う

よ
う

、
指

導
し

た
。

一
般

社
団

法
人

竹
田

市
医

師
会

（
福

祉
保

健
部

医
療

令
和

元
年

12月
３

日
注

意
事

項

　
へ

き
地

医
療

拠
点

病
院

運
営

費
補

助
金

に
つ

い
て

、

事
業

費
の

積
算

を
誤

っ
た

た
め

に
、

実
績

報
告

書
の

実

政
策

課
）

績
調

書
の

金
額

が
誤

っ
て

報
告

さ
れ

て
い

る
事

例
が

認

め
ら

れ
た

。

措
置

状
況

　
厚

生
労

働
省

と
協

議
し

た
結

果
、

補
助

金
の

額
の

確

定
前

で
あ

っ
た

た
め

、
法

人
か

ら
修

正
し

た
実

績
報

告

を
受

け
、

令
和

２
年

２
月

４
日

に
厚

生
労

働
省

に
対

し

修
正

し
た

実
績

報
告

書
を

再
提

出
し

た
。

３
月

31日
付

け
で

厚
生

労
働

省
か

ら
額

の
確

定
通

知
を

受
け

、
法

人

か
ら

４
月

22日
に

超
過

額
を

返
納

済
で

あ
る

。

　
今

後
は

、
法

人
が

事
業

費
の

算
出

を
適

正
に

行
う

と

と
も

に
チ

ェ
ッ

ク
機

能
が

十
分

働
く

よ
う

指
導

を
行

う
。

　
な

お
、

法
人

に
お

い
て

は
、

次
の

と
お

り
チ

ェ
ッ

ク

体
制

を
整

備
済

み
で

あ
る

。

　
⑴

　
補

助
金

申
請

事
務

の
担

当
を

事
業

担
当

者
か

ら

　
　

経
理

担
当

者
に

変
更

　
⑵

　
事

務
部

長
が

提
出

書
類

の
最

終
確

認
者

と
し

て

　
　

加
わ

る
こ

と
で

、
チ

ェ
ッ

ク
体

制
を

強
化

学
校

法
人

牧
野

学
園

（
福

祉
保

健
部

こ
ど

も
未

来
課

）

令
和

元
年

10月
24日

注
意

事
項

　
私

立
学

校
運

営
費

補
助

金
（

大
分

県
私

立
幼

稚
園

運

営
費

補
助

金
）

の
長

期
休

業
日

預
か

り
保

育
に

お
い

て
、

本
補

助
金

実
績

報
告

書
を

元
に

補
助

金
が

交
付

さ

れ
て

い
た

が
、

当
該

実
績

報
告

書
の

根
拠

資
料

に
著

し

い
不

備
が

認
め

ら
れ

た
。

措
置

状
況

　
令

和
元

年
度

監
査

実
施

以
降

、
預

か
り

保
育

日
誌

に

時
間

、
担

当
者

及
び

ロ
ー

テ
ー

シ
ョ

ン
を

記
録

し
て

証

明
資

料
を

作
成

す
る

よ
う

指
導

し
、

実
施

状
況

を
確

認

済
み

で
あ

る
。

令
和

元
年

度
の

預
か

り
保

育
の

実
績

報

告
書

受
領

の
際

に
、

整
合

性
が

と
れ

て
い

る
か

確
認

し

た
。

　
ま

た
、

各
学

校
法

人
宛

て
に

、
会

計
処

理
及

び
補

助

金
事

務
の

適
正

化
確

保
に

つ
い

て
の

通
知

を
発

出
済

み

で
あ

る
。

　
さ

ら
に

、
毎

年
実

施
の

幼
稚

園
検

査
の

際
に

、
預

か

り
保

育
実

施
状

況
を

確
認

す
る

。



令
和
二
年
七
月
十
四
日

大
分
県
報

八

（
監
査
公
表
・
公
告
）

日
田

郡
森

林
組

合

（
農

林
水

産
部

林
務

管
理

課
）

令
和

元
年

11月
26日

注
意

事
項

　
大

分
県

木
材

振
興

流
通

対
策

事
業

費
補

助
金

に
係

る

一
般

競
争

入
札

に
お

い
て

、
定

め
ら

れ
た

公
告

の
方

法

を
実

施
し

て
お

ら
ず

、
か

つ
、

予
定

価
格

を
定

め
な

い

ま
ま

落
札

者
を

決
定

し
て

い
た

事
例

が
認

め
ら

れ
た

。

措
置

状
況

　
取

扱
要

領
の

内
容

に
対

す
る

認
識

が
十

分
で

な
か

っ

た
こ

と
か

ら
、

事
業

実
施

に
当

た
っ

て
は

取
扱

要
領

等

の
規

程
を

遵
守

す
る

よ
う

指
導

を
徹

底
す

る
と

と
も

に
、

一
般

競
争

入
札

を
行

う
際

に
は

必
ず

予
定

価
格

を

定
め

る
よ

う
指

導
し

た
。

　
　

㈣　

営
業
に
関
し
、
許
可
、
認
可
等
を
必
要
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
を
得
て
い
な
い
者

　
　

㈤　

国
税
又
は
都
道
府
県
税
を
滞
納
し
て
い
る
者

　
　

㈥　

資
格
審
査
の
申
請
を
行
う
日
の
属
す
る
月
の
前
月
の
末
日
（
以
下
「
基
準
日
」
と
い
う
。
）
に
お

　
　
　

い
て
継
続
し
て
事
業
を
営
ん
で
い
る
期
間
が
二
年
未
満
で
あ
る
者
（
基
準
日
に
お
い
て
継
続
し
て
二

　
　
　

年
以
上
事
業
を
営
ん
で
い
た
者
か
ら
、
当
該
事
業
に
係
る
営
業
の
全
部
又
は
一
部
を
承
継
し
た
者
を

　
　
　

除
く
。
）

三　

入
札
を
希
望
す
る
者
の
資
格
審
査
申
請
の
方
法
等

　

１　

申
請
の
方
法

　
　
　

競
争
入
札
参
加
資
格
の
な
い
者
で
入
札
を
希
望
す
る
者
は
、
県
の
所
定
の
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査

　
　

申
請
書
及
び
添
付
書
類
を
知
事
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

　

２　

申
請
書
の
提
出
先
及
び
問
合
せ
先

　
　
　

大
分
県
会
計
管
理
局
用
度
管
財
課
物
品
調
達
班

　
　
　

〒
八
七
○
―
八
五
○
一　

大
分
市
大
手
町
三
丁
目
一
番
一
号

　
　
　

電
話　

○
九
七
（
五
○
六
）
二
九
五
六

　

３　

申
請
の
時
期

　
　
　

令
和
二
年
七
月
十
四
日
（
火
曜
日
）
か
ら
同
年
八
月
五
日
（
水
曜
日
）
ま
で
と
す
る
。
な
お
、
申
請

　
　

者
が
期
日
以
降
に
申
請
を
希
望
す
る
場
合
は
、
そ
の
後
も
随
時
に
受
け
付
け
る
が
、
入
札
に
間
に
合
わ

　
　

な
い
場
合
が
あ
る
。

四　

入
札
参
加
資
格
の
有
効
期
間
及
び
当
該
期
間
の
更
新
手
続

　

１　

有
効
期
間

　
　
　

入
札
参
加
資
格
の
有
効
期
間
は
、
資
格
を
取
得
し
た
日
か
ら
令
和
二
年
九
月
三
十
日
ま
で
と
す
る
。

　

２　

更
新
手
続

　
　
　

令
和
二
年
十
月
一
日
以
後
、
入
札
参
加
資
格
を
得
よ
う
と
す
る
者
は
、
大
分
県
が
発
注
す
る
物
品
等

　
　

の
調
達
、
売
払
い
及
び
役
務
の
提
供
に
係
る
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
（
令
和
二
年
大

　
　

分
県
告
示
第
三
百
二
十
六
号
）
に
基
づ
く
入
札
参
加
資
格
の
審
査
の
申
請
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

五　

競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書
の
入
手
方
法

　

１　

申
請
書
の
交
付
場
所

　
　
　

三
の
２
に
同
じ
。

　

２　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
入
手

　
　
　

大
分
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ　

h
ttp

://w
w

w
.p

ref.oita.jp
/sosh

ik
i/20100/301005y

ou
d
ok

an
zai.h

tm
l

六　

入
札
参
加
資
格
の
取
消
し
等

　

１　

入
札
参
加
資
格
を
取
得
し
た
者
が
次
の
㈠
か
ら
㈣
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
、
そ
の
他
知

○
公
　
　
　
　
　
告

　

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令
第
三
百

七
十
二
号
）
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
調
達
契
約
の
締
結
が
見
込
ま
れ
る
の
で
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

　
　

令
和
二
年
七
月
十
四
日

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

一　

調
達
を
す
る
物
品
等
の
種
類

　
　

県
立
学
校
タ
ブ
レ
ッ
ト
端
末　

一
式

二　

競
争
入
札
の
参
加
者
資
格

　

１　

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
競
争
入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

　
　

㈠　

競
争
入
札
に
係
る
契
約
を
締
結
す
る
能
力
を
有
し
な
い
者
（
被
補
助
人
、
被
保
佐
人
又
は
未
成
年

　
　
　

者
で
あ
っ
て
、
契
約
締
結
の
た
め
に
必
要
な
同
意
を
得
て
い
る
者
を
除
く
。
）
又
は
破
産
者
で
復
権

　
　
　

を
得
な
い
者

　
　

㈡　

暴
力
団
員
（
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十

　
　
　

七
号
）
第
二
条
第
六
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
暴

　
　
　

力
団
（
同
法
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
を
い
う
。
）
若
し
く
は
暴
力
団
員
と
密
接
な
関
係

　
　
　

を
有
す
る
者

　
　

㈢　

大
分
県
が
発
注
す
る
物
品
等
の
製
造
の
請
負
及
び
買
入
れ
等
に
係
る
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に

　
　
　

必
要
な
資
格
（
平
成
二
十
年
大
分
県
告
示
第
百
四
十
八
号
。
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
競

　
　
　

争
入
札
に
参
加
さ
せ
な
い
こ
と
と
さ
れ
、
定
め
ら
れ
た
期
間
を
経
過
し
て
い
な
い
場
合



令
和
二
年
七
月
十
四
日

大
分
県
報

九

（
公
告
）

　
　

事
が
必
要
と
認
め
る
場
合
は
、
当
該
入
札
参
加
資
格
を
取
り
消
し
、
又
は
三
年
以
内
の
期
間
を
定
め
て

　
　

競
争
入
札
に
参
加
さ
せ
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

㈠　

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
四
第
二
項
に
規
定
す

　
　
　

る
者
に
該
当
す
る
と
判
明
し
た
場
合

　
　

㈡　

二
の
１
の
㈠
か
ら
㈥
ま
で
の
事
由
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
と
判
明
し
た
場
合

　
　

㈢　

資
格
審
査
の
申
請
書
及
び
そ
の
添
付
書
類
に
故
意
に
虚
偽
の
事
実
を
記
載
し
た
こ
と
が
判
明
し
た

　
　
　

場
合

　
　

㈣　

廃
業
等
の
届
出
又
は
入
札
参
加
を
希
望
し
て
い
る
業
種
等
の
全
て
を
取
り
下
げ
る
届
出
を
行
っ
た

　
　
　

場
合

　

２　

１
に
よ
り
入
札
参
加
資
格
を
取
り
消
し
、
又
は
競
争
入
札
に
参
加
さ
せ
な
い
こ
と
と
し
た
と
き
は
、

　
　

そ
の
旨
を
当
該
入
札
参
加
資
格
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　

　
　

　
第

２
条

第
２

号
に

規
定

す
る

暴
力

団
を

い
う

。
以

下
同

じ
。

）

　
　

イ
　

暴
力

団
員

（
同

条
第

６
号

に
規

定
す

る
暴

力
団

員
を

い
う

。
以

下
同

じ
。

）

　
　

ウ
　

暴
力

団
員

が
役

員
と

な
っ

て
い

る
事

業
者

　
　

エ
　

暴
力

団
員

で
あ

る
こ

と
を

知
り

な
が

ら
、

そ
の

者
を

雇
用

し
、

又
は

使
用

し
て

い
る

者

　
　

オ
　

暴
力

団
員

で
あ

る
こ

と
を

知
り

な
が

ら
、

そ
の

者
と

下
請

契
約

又
は

資
材

、
原

材
料

の
購

入
契

約

　
　

　
等

を
締

結
し

て
い

る
者

　
　

カ
　

暴
力

団
又

は
暴

力
団

員
に

経
済

上
の

利
益

や
便

宜
を

供
与

し
て

い
る

者

　
　

キ
　

暴
力

団
又

は
暴

力
団

員
と

社
会

通
念

上
ふ

さ
わ

し
く

な
い

交
際

を
有

す
る

な
ど

社
会

的
に

非
難

さ

　
　

　
れ

る
関

係
を

有
し

て
い

る
者

　
　

ク
　

暴
力

団
又

は
暴

力
団

員
で

あ
る

こ
と

を
知

り
な

が
ら

こ
れ

ら
を

利
用

し
て

い
る

者

３
　

競
争

入
札

に
参

加
す

る
者

に
必

要
な

資
格

を
有

す
る

か
ど

う
か

の
審

査
を

申
請

す
る

時
期

及
び

場
所

　
⑴

　
競

争
入

札
参

加
資

格

　
　

　
大

分
県

が
発

注
す

る
物

品
等

の
製

造
の

請
負

及
び

買
入

れ
等

に
係

る
競

争
入

札
に

参
加

す
る

者
に

必

　
　

要
な

資
格

　
⑵

　
申

請
の

方
法

　
　

　
上

記
⑴

に
掲

げ
る

入
札

参
加

資
格

の
な

い
者

で
入

札
を

希
望

す
る

者
は

、
競

争
入

札
参

加
資

格
審

査

　
　

申
請

書
に

必
要

書
類

を
添

付
し

て
、

令
和

２
年

８
月

５
日

（
水

）
ま

で
に

３
の

⑶
に

掲
げ

る
部

局
に

提

　
　

出
す

る
こ

と
。

　
⑶

　
競

争
入

札
参

加
資

格
申

請
書

の
入

手
場

所
、

提
出

先
及

び
問

合
せ

先

　
　

　
大

分
県

会
計

管
理

局
用

度
管

財
課

物
品

調
達

班

　
　

　
〒

870-8501　
大

分
市

大
手

町
３

丁
目

１
番

１
号

　
　

　
電

話
　

097-506-2957

４
　

契
約

に
関

す
る

事
務

を
担

当
す

る
部

局
の

名
称

　
　

大
分

県
教

育
庁

教
育

財
務

課
情

報
化

推
進

班

　
　

〒
870-8503　

大
分

市
府

内
町

３
丁

目
10番

１
号

　
大

分
県

庁
舎

別
館

７
階

　
　

電
話

　
097-506-5465

　
　

F
A

X
　

097-506-1792

５
　

契
約

条
項

を
示

す
場

所
及

び
日

時

　
⑴

　
場

所

　
　

　
大

分
県

大
分

市
府

内
町

３
丁

目
10番

１
号

　
　

　
大

分
県

教
育

庁
教

育
財

務
課

　
図

面
閲

覧
室

（
８

階
）

　
⑵

　
日

時
　

　
次

の
と

お
り

一
般

競
争

入
札

に
付

す
る

の
で

公
告

す
る

。

　
　

令
和

２
年

7月
14日

大
分

県
知

事
　

　
広

　
　

　
瀬

　
　

　
勝

　
　

　
貞

　

１
　

競
争

入
札

に
付

す
る

事
項

　
⑴

　
調

達
を

す
る

物
品

等
の

種
類

　
県

立
学

校
タ

ブ
レ

ッ
ト

端
末

　
一

式

　
⑵

　
納

入
期

限
　

令
和

３
年

３
月

31日
ま

で

　
⑶

　
納

入
場

所
　

大
分

県
知

事
が

指
定

す
る

場
所

２
　

競
争

に
参

加
す

る
者

に
必

要
な

資
格

に
関

す
る

事
項

　
　

次
の

条
件

を
す

べ
て

満
た

し
て

い
る

者

　
⑴

　
地

方
自

治
法

施
行

令
（

昭
和

22年
政

令
第

16号
）

第
167条

の
４

の
規

定
に

該
当

し
な

い
者

で
あ

る

　
　

こ
と

。

　
⑵

　
大

分
県

が
発

注
す

る
物

品
の

製
造

の
請

負
及

び
買

入
れ

等
に

係
る

競
争

入
札

に
参

加
す

る
者

に
必

要

　
　

な
資

格
を

取
得

し
た

者
で

あ
る

こ
と

｡

　
⑶

　
こ

の
公

告
の

日
か

ら
下

記
９

に
掲

げ
る

開
札

ま
で

の
間

に
、

大
分

県
が

発
注

す
る

物
品

等
の

製
造

の

　
　

請
負

及
び

買
入

れ
等

に
係

る
競

争
入

札
参

加
資

格
を

有
す

る
者

に
対

す
る

指
名

停
止

の
措

置
を

受
け

て

　
　

い
な

い
者

で
あ

る
こ

と
。

　
⑷

　
自

己
又

は
自

己
の

役
員

等
が

、
次

の
い

ず
れ

に
も

該
当

し
な

い
者

で
あ

る
こ

と
及

び
次

に
掲

げ
る

者

　
　

が
、

そ
の

経
営

に
実

質
的

に
関

与
し

て
い

な
い

こ
と

。

　
　

　
な

お
、

資
格

要
件

確
認

の
た

め
、

大
分

県
警

察
本

部
に

照
会

す
る

場
合

が
あ

る
。

　
　

ア
　

暴
力

団
（

暴
力

団
員

に
よ

る
不

当
な

行
為

の
防

止
等

に
関

す
る

法
律

（
平

成
３

年
法

律
第

77号
）



令
和
二
年
七
月
十
四
日

大
分
県
報

一
〇

（
公
告
）

　
　

　
令

和
２

年
７

月
14日

（
火

）
か

ら
同

年
８

月
21日

（
金

）
ま

で
（

日
曜

日
、

土
曜

日
及

び
国

民
の

祝

　
　

日
に

関
す

る
法

律
（

昭
和

23年
法

律
第

178号
）

に
規

定
す

る
休

日
を

除
く

。
）

の
午

前
８

時
30分

か

　
　

ら
午

後
５

時
15分

ま
で

６
　

入
札

説
明

書
の

交
付

場
所

及
び

日
時

　
　

上
記

５
に

同
じ

。

７
　

入
札

書
及

び
契

約
の

手
続

に
お

い
て

使
用

す
る

言
語

及
び

通
貨

　
⑴

　
使

用
言

語
　

日
　

本
　

語

　
⑵

　
通

　
　

貨
　

日
本

国
通

貨

８
　

入
札

書
の

提
出

場
所

及
び

提
出

期
限

　
⑴

　
提

出
場

所
　

大
分

県
庁

舎
別

館
７

階
　

教
育

庁
教

育
財

務
課

情
報

化
推

進
班

　
　

　
　

　
　

　
　

〒
870-8501　

大
分

市
府

内
町

３
丁

目
10番

１
号

　
⑵

　
提

出
期

限
　

令
和

２
年

８
月

24日
（

月
）

午
前

10時
30分

　
　

　
　

　
　

　
　

た
だ

し
、

郵
送

の
場

合
は

令
和

２
年

８
月

21日
（

金
）

午
後

５
時

必
着

で
上

記
４

の
部

　
　

　
　

　
　

　
局

ま
で

提
出

す
る

こ
と

。

９
　

開
札

の
場

所
及

び
日

時
等

　
⑴

　
開

札
場

所
　

大
分

県
庁

舎
別

館
６

階
　

61会
議

室

　
　

　
　

　
　

　
　

〒
870-8503　

大
分

市
府

内
町

３
丁

目
10番

１
号

　
⑵

　
日

　
　

時
　

令
和

２
年

８
月

24日
（

月
）

午
前

10時
30分

　
⑶

　
再

度
入

札
　

開
札

し
た

場
合

に
お

い
て

、
落

札
者

が
い

な
い

と
き

は
、

直
ち

に
そ

の
場

所
で

再
度

入

　
　

　
　

　
　

　
札

を
行

う
。

た
だ

し
、

郵
送

に
よ

る
入

札
を

含
む

場
合

は
別

に
定

め
る

場
所

及
び

日
時

に

　
　

　
　

　
　

　
行

う
も

の
と

す
る

。

10　
入

札
保

証
金

に
関

す
る

事
項

　
　

見
積

総
額

の
100分

の
５

以
上

の
入

札
保

証
金

を
納

付
す

る
こ

と
。

た
だ

し
、

落
札

者
が

契
約

を
締

結

　
し

な
い

こ
と

と
な

る
お

そ
れ

が
な

い
と

認
め

ら
れ

る
と

き
は

、
入

札
保

証
金

の
全

部
又

は
一

部
の

納
付

が

　
免

除
さ

れ
る

。

11　
契

約
保

証
金

に
関

す
る

事
項

　
　

契
約

総
額

の
100分

の
10以

上
の

契
約

保
証

金
を

納
付

す
る

こ
と

。
た

だ
し

、
次

の
場

合
は

、
契

約
保

　
証

金
の

全
部

又
は

一
部

の
納

付
が

免
除

さ
れ

る
。

　
⑴

　
保

険
会

社
と

の
間

に
県

を
被

保
険

者
と

す
る

履
行

保
証

保
険

契
約

を
締

結
し

た
と

き
。

　
⑵

　
過

去
２

年
間

に
国

（
公

団
を

含
む

。
）

又
は

都
道

府
県

と
種

類
及

び
規

模
を

ほ
ぼ

同
じ

く
す

る
契

約

　
　

を
数

回
以

上
に

わ
た

っ
て

締
結

す
る

と
と

も
に

、
こ

れ
ら

を
全

て
誠

実
に

履
行

し
、

か
つ

、
将

来
契

約

　
　

を
履

行
し

な
い

こ
と

と
な

る
お

そ
れ

が
な

い
と

認
め

ら
れ

る
と

き
。

12　
入

札
の

無
効

　
　

大
分

県
契

約
事

務
規

則
（

昭
和

39年
大

分
県

規
則

第
22号

）
第

27条
に

規
定

す
る

事
項

の
ほ

か
、

次
に

　
掲

げ
る

事
項

の
い

ず
れ

か
に

該
当

す
る

入
札

は
無

効
と

す
る

。

　
　

な
お

、
無

効
入

札
を

し
た

者
は

、
再

度
入

札
に

参
加

す
る

こ
と

が
で

き
な

い
場

合
が

あ
る

。

　
⑴

　
金

額
の

記
載

が
な

い
も

の

　
⑵

　
入

札
に

関
す

る
条

件
に

違
反

し
た

も
の

　
⑶

　
入

札
書

が
所

定
の

場
所

及
び

日
時

に
到

達
し

な
い

と
き

。

　
⑷

　
入

札
書

に
入

札
者

又
は

そ
の

代
理

人
の

記
名

が
な

く
、

入
札

者
が

判
明

で
き

な
い

と
き

。

13　
最

低
制

限
価

格
に

関
す

る
事

項
　

　
　

設
定

し
な

い
。

14　
落

札
者

の
決

定
の

方
法

　
⑴

　
有

効
な

入
札

書
で

、
大

分
県

契
約

事
務

規
則

第
23条

の
規

定
に

よ
り

作
成

さ
れ

た
予

定
価

格
の

範
囲

　
　

内
の

価
格

で
、

最
低

の
価

格
を

も
っ

て
入

札
を

行
っ

た
者

を
落

札
者

と
す

る
。

　
⑵

　
落

札
と

な
る

べ
き

同
価

の
入

札
を

し
た

者
が

２
人

以
上

あ
る

と
き

は
、

く
じ

に
よ

る
落

札
者

決
定

を

　
　

行
う

。
こ

の
場

合
、

当
該

入
札

者
が

く
じ

を
引

か
な

い
と

き
は

、
当

該
入

札
事

務
に

関
係

の
な

い
職

員

　
　

に
代

わ
り

に
く

じ
を

引
か

せ
る

も
の

と
す

る
。

　
⑶

　
こ

の
調

達
に

係
る

契
約

は
、

大
分

県
県

有
財

産
条

例
（

昭
和

39年
大

分
県

条
例

第
28号

）
の

規
定

に

　
　

よ
り

、
当

該
入

札
の

落
札

決
定

後
、

落
札

者
と

の
間

に
仮

契
約

を
締

結
し

、
議

会
議

決
後

、
本

契
約

と

　
　

な
る

。

15　
そ

の
他

　
⑴

　
こ

の
入

札
は

、
世

界
貿

易
機

関
（

Ｗ
Ｔ

Ｏ
）

に
基

づ
く

政
府

調
達

に
関

す
る

協
定

の
適

用
を

受
け

　
　

る
。

　
⑵

　
そ

の
他

の
詳

細
は

、
入

札
説

明
書

に
よ

る
。

16　
S
u
m

m
ary

　
⑴

　
O

u
tsou

rcin
g
 n

am
e 

　
　

　
T

ab
lets for P

refectu
ral sch

ool

　
⑵

　
T

im
e lim

it for ten
d
er

　
　

　
10:30 a.m

  24  A
u
g
  2020

　
⑶

　
C

on
tact p

oin
t for th

e n
otice

　
　

　
O

ita P
refectu

al B
oard

 of E
d
u
cation

 E
d
u
cation

 F
in

an
ce D

iv
ision

　
　

　
O

ita g
ov

ern
m

en
t b

u
ild

in
g
 an

n
ex

 8F
,3-10-1, F

u
n
aich

ou
, O

ita C
ity

　
　

　
870-8503 Jap

an
 T

el 097-506-5465



令
和
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年
七
月
十
四
日

大
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○
雑
　
　
　
　
　
報

　

大
分
県
市
町
村
職
員
共
済
組
合
理
事
長
相
馬
尊
重
か
ら
、
大
分
県
市
町
村
職
員
共
済
組
合
の
令
和
元
年
度

決
算
の
要
旨
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
登
載
依
頼
が
あ
っ
た
。

　
　

令
和
二
年
七
月
十
四
日　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞



令
和
二
年
七
月
十
四
日

大
分
県
報

一
二

大分県市町村職員共済組合定款第５条の規定に基づき、令和元年度決算の要旨を公告する。

令和 ２年 ７ 月14日

理  事  長        相　　馬　　尊　　重

損益計算書の要旨 （単位：千円）

経　理　区　分 短  期 厚生年金保険 退職等年金 経過的長期
退職等年金
預託金管理

経過的長期
預託金管理

業  務 保  健 貯  金 貸  付 物  資

負担金 3,990,909 10,570,177 551,354 84,258 146,685 251,352

掛金 4,025,145 6,717,378 551,349 118,850

連合会交付金 66,030 158

利息及び配当金 416 5,899 203 116 5,469 127,644 11

その他の収入 412,822 7 3,100 14,090 17,946

他経理から繰入 28,649

前年度繰越支払準備金 563,964

計 8,993,256 17,287,555 1,102,703 84,258 5,899 203 241,487 375,671 130,744 14,248 17,957

給付 3,750,959

負担金払込金 10,570,177 551,354 84,258

掛金払込金 6,717,378 551,349

役職員給与 88,635 28,273 7,670 4,422 8,998

旅費・事務費 16,951 2,734 1,076 519 519

委託費 6,262 2,139 201

事務費負担金払込金 65,153

支払利息 5,899 203 80,962 6,101

連合会払込金 97,067 872

連合会拠出金 493,127

前期高齢者納付金 1,163,278

後期高齢者支援金 1,610,552

病床転換支援金 8

退職者給付拠出金 154

介護納付金 776,740

他経理へ繰入 28,649

その他の支出 8,068 44,216 372,159 2,389 2,449 4,133

次年度支払準備金 573,932

計 8,502,534 17,287,555 1,102,703 84,258 5,899 203 221,217 405,305 92,097 14,363 13,851

490,722 0 0 0 0 0 20,270 △ 29,634 38,647 △ 115 4,106

貸借対照表の要旨 （単位：千円）

流動資産 1,852,784 1,030,468 69,290 516 29,297 581,646 1,626,387 2,349,577 66,196 222,943

固定資産 540,000 10,599,453 1,056,152

繰延資産

1,852,784 1,030,468 69,290 516 569,297 0 581,646 1,626,387 12,949,030 1,122,348 222,943

流動負債 10,057 1,030,468 69,290 516 7,017 11,353 12,087,461 52,583

固定負債 573,932 569,297 107,146 69,041 10,927 602,105 14,284

負 債 合 計 583,989 1,030,468 69,290 516 569,297 0 114,163 80,394 12,098,388 602,105 66,867

資本剰余金

積立金

利益剰余金 1,280,242 467,483 1,545,993 850,642 520,243 156,076

欠損金 11,447

純 資 産 合 計 1,268,795 0 0 0 0 0 467,483 1,545,993 850,642 520,243 156,076

1,852,784 1,030,468 69,290 516 569,297 0 581,646 1,626,387 12,949,030 1,122,348 222,943

資 産 合 計

負
債

資
本

負 債 ・ 純 資 産 合 計

大 分 県 市 町 村 職 員 共 済 組 合 公 告

大 分 県 市 町 村 職 員 共 済 組 合

収

入

支

出

差引当期利益金又は
当期損失金（△）

資
産

（
雑
報
）


